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午後２時52分開議 

 

○委員長（中島賢治君） ただいまから議会運営委員会を開きます。 

 

追加議案について 

○委員長（中島賢治君） 初めに、追加議案について事務局より説明いたさせます。事務局次

長。 

○議会事務局次長 追加議案につきまして御説明申し上げます。座って説明させていただきま

す。 

 今回追加されます議案は、人事案件６件でございまして、議案第125号は千葉市監査委員の

選任について、議案第126号から第130号までの５議案は、人権擁護委員の推薦についてでござ

います。 

 追加議案の取扱いにつきましては、上程しまして、市長からの提案理由の説明の後、一旦休

憩をいたしまして、全員協議会での議案研究をお願いいたします。 

 本会議再開後は、委員会付託を省略し、採決をお願いしたいと存じます。 

 説明は以上です。 

○委員長（中島賢治君） それでは御質疑等があればお願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） それでは、以上のとおり決定いたします。 

 

意見書案について 

○委員長（中島賢治君） 次に、意見書案について御協議願います。 

 システムに保存されている01番、意見書案一覧表の順、検討結果を御報告願います。 

 なお、９番の意見書案につきましては、提出会派より取り下げたい旨の申出がございました

ので、御了承願います。 

 まず、１番、健康保険証を存続するよう求める意見書案について、自民党さんからお願いし

ます。 

○委員（前田健一郎君） 政府はマイナンバーカードを一体化した保険証を持っていない人全

てに資格確認書等を発行するなど、国民の不安払拭に努めており、よりよい医療が受けられる

ことができるようデジタル化を進めていくことが重要であるという医療関係者の声もあり、こ

の意見書には賛成できません。 

○委員長（中島賢治君） 立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 立憲民主としましては、問題が解消するまで健康保険証を一体化する

ことを延期することや保険証の存続を求めていますが、この意見書の中では、ヒューマンエラ

ーであるものをシステムの総点検の必要性を求めており、課題の捉え方が異なることから、反

対いたします。 

○委員長（中島賢治君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） マイナンバーカード自体を否定しなくなったということは評価したい

ところであるんですけれども、マイナ保険証を保有しない方にも資格確認書を交付するなど、
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この意見書案にあります国民皆保険の下で誰もが必要な医療を受けられる体制を堅持するとい

うふうに政府としても対応しているところから、本意見書案には反対です。 

○委員長（中島賢治君） 日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 党としてもマイナンバーカードを進めているところでありますけれど

も、この健康保険証につきましても、私個人的にはいろいろ難しい部分は感じておりますけれ

ども、これからのデジタル化を進めるに当たり、やはりこれを推し進めるべきだと考えますの

で、反対をいたします。 

○委員長（中島賢治君） 次に、２番、電気・都市ガス料金支援の延長を求める意見書案につ

きまして、立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派は賛成いたします。 

○委員長（中島賢治君） 次、公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 本支援につきましては、政府与党は年末まで延長する方向で具体的な

調整に入っているということも大きく報じられております。そういった段階の中で、岸田首相

も正式にその延長の方針を表明しているところから、願意が満たされておりますので、反対で

す。 

○委員長（中島賢治君） 日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 我々は、別途ガソリン代の件も意見書として出しておりますが、やは

りこの補助金、確かに延長することは市民生活、国民生活にとってプラスでありますけれども、

これは一体化で言うべきであると考えており、また、補助金は税金でありますので、ちょっと

これについては根本的に考えていただきたいところなので、当会派としては反対でございます。 

○委員長（中島賢治君） 自民党さん、お願いします。 

○委員（前田健一郎君） 我が会派は、９月までとしていた電気・都市ガス激変緩和措置につ

いて、年末まで延長する方向で調整に入っています。その推移を見守りたい、この意見書には

賛成できません。 

○委員長（中島賢治君） 次、３番、教員の残業代を適切に支給するよう教員給与特別措置法

の改正を求める意見書案につきまして、公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 去る８月28日に行われました文科省の有識者会議から、教員の対応を

中心に改善策が盛り込まれた緊急提言が文部科学大臣に提出されております。そこでは、法改

正を必要としない諸手当の増額だけでなく、幅広く教員の負担軽減や待遇の改善が盛り込まれ

ており、さらには本意見書案にあります法改正が必要な残業手当の問題、それに代わる教職調

整額の増額などと関連づけて議論されており、これらは順次答申がまとめられる予定であるこ

とから、その内容とそれに対する政府の対応を注視すべきと、そういう段階だと考えますので、

本意見書案には賛成しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次に、日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 確かに現状、教員の方の残業、かなりそういう意味では問題だとは意

識しておりますけれども、根本的に働き方改革等々、いろんな改革の中で、この残業代かなり

の金額ということもありますので、働き方改革の中で、一体改革の中で何とかこの問題を解決

していただきたいというところで、今この段階では賛成をしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さん、お願いします。 
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○委員（前田健一郎君） 我が会派も、公明党さんと一緒で、公立学校教員に支給されている

教職調整額の増額など、法改正、幅広い議論をしているところであり、小学校で教科担当推進、

小中全校に業務支援員の配置も進めており、この意見書には賛成できません。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 基本的には賛成なんですけれども、我が党としては、給特法のパーセ

ンテージ、与党以上に上げることについて求めています。しかしながら、やっぱり給特法自体

にも問題があるというふうには考えていて、根本的には長時間労働の解消こそが必要とは考え

ています。ただ、考えの方向性については今回は同じと捉え、賛成させていただきます。 

○委員長（中島賢治君） ４番、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意

見書案につきまして、日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 非常に悩ましい問題でありますけれども、実際のところ核兵器禁止条

約締約国は、当然核保有国はいないところでありまして、個人的にはいろいろ思いはあります

けれども、会派としては、実効性等々を考えますと、オブザーバー参加というところでは、政

府云々というのは、この場でここではちょっと賛成しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さん、お願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 条約の締約国の中には、核兵器を所有している国は１か国もございま

せん。岸田総理大臣は、唯一の被爆国の責任として、広島ビジョンを土台として具体的な取組

を進めていくことについて述べておりますし、我々もこうした政府の姿勢を支持することから、

この意見書には賛同しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派は賛成です。 

○委員長（中島賢治君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 我が党は、これまで適宜、本会議へのオブザーバー参加を政府に求め

てまいりましたので、内容の方向性としては理解するところではあります。しかし、この本意

見書案を拝見した際に最初に懸念したのは、オブザーバー参加すべき会議が11月であり、意見

書提出が国の意思決定の期間も踏まえて、時期的に間に合うのかという点を最初に感じました。

さらには、一昨日来のロシアと北朝鮮の首脳会談において、両国の軍事的な連携が具体化する

ことに欧米政府から懸念や警告が表明され、いずれも隣国、例えば、日本にとっては、これま

でとは異なるレベルのリスクに直面していると報じられている、そんな最中でございます。 

 このタイミングで、千葉市議会として、あえて本意見書案を国に出すのか。このタイミング

です。多くの市民の理解、共感が得られるのかも含めて、あえてこのタイミングで提出するこ

とには踏みとどまらざるを得ません。したがいまして、本意見書案の国への提出には賛成しか

ねます。 

○委員長（中島賢治君） ５番、福島原発事故の汚染水（アルプス処理水）の海洋放出の中止

を求める意見書案につきまして、自民党さん、お願いします。 

○委員（伊藤隆広君） まず、汚染水の海洋放出という表現が極めて不適切であるということ

を申し上げておきます。アルプス処理水の海洋放出につきましては、先日第１回の放出が完了

しましたが、放出後の海水や魚のトリチウム濃度については、東京電力、環境省、水産庁、福

島県、ＩＡＥＡなどが測定をしておりますし、いずれも基準値より十分低く、安全に進められ
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ております。トリチウム以外の核種につきましては、放出前に基準値以下であることを確認し

ており、その上で、セシウムやガンマ線核種も東京電力と環境省が測定し、検出下限値未満で

ございます。 

 こうした科学的根拠に基づいて行われておりますアルプス処理水放出を受けまして、中国な

ど一部の国による禁輸措置などが行われておりますが、まさに不当な経済的威圧でございます。

多くの国が今回政府の決定、対応について支持を表明してくれている中で、こうした不当な威

圧に屈してはなりませんし、そうした考え方に乗じることも我々の考えにはございません。 

 中国による禁輸措置などの影響が生じてしまっていることに関しましては、政府のほうでも、

国内消費拡大・生産持続対策、輸出先の転換対策などから成る水産業を守る政策パッケージを

実施しております。 

 また、福島県内自治体のふるさと納税が好調ということも聞いております。これは国民の多

くが、福島県産の安全性を認識して、一部の国などの不当な経済的威圧に屈せず、応援しよう

という気持ちの表われであるということも考えられますし、我々もこうした多くの国民と共に、

福島県、そして日本の水産業に心を寄せて応援したいというふうに考えております。 

 以上申し上げ、反対いたします。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 現地の理解が十分に得られない中での放出ということは大変遺憾とい

うふうに考えています。しかし、我が会派としましては、汚染水という言い方についてはそぐ

わない、あるいは相入れないと考えることから、反対いたします。 

○委員長（中島賢治君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 福島県の現地漁業関係者が風評被害などによって様々悩まされている

ことに対して、政府としてしっかり良識ある対応をしてもらいたいと、このように考えます。 

 ただし、その一方で、この意見書案では全く言及されておりませんけれども、処理水を採取

分析したＩＡＥＡ、国際原子力機関が人体の影響はないと明言しているにも関わらず、処理水

を汚染水などという意図的に表記する姿勢、また、同じく客観的事実に基づくことなく輸入禁

止措置を行った中国の対応を正当化しているかのような印象を与える本意見書案には反対です。 

○委員長（中島賢治君） 日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） ほかの会派さん同様、この汚染水（アルプス処理水）とはなっており

ますが、この表現に対してもそうでありますし、基本的には皆さんの意見と一緒で、ＩＡＥＡ

ほか、科学的な根拠に基づいて、基準値にのっとるという意味では、福島地域の方々の反対は

十分理解するところでありますけれども、今後のことも考えますと、私はこれはやむを得ない

というところで、この意見書には反対をいたします。 

○委員長（中島賢治君） ６番、ガソリン等の価格高騰から国民生活及び社会経済を守るため

揮発油税等におけるトリガー条項の発動停止規定の削除等を求める意見書案につきまして、立

憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） この条項については民主党政権時に創設した後、東日本大震災時に、

復興財源の確保策として発動停止したという経緯があります。現在、わが党としましては、ト

リガー条項凍結の一時停止法案を提出しているところです。その点について、１番については

考え方が異なるなという点、そして、２番についても、揮発税は、灯油、原油は対象に入って
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おらず、配慮すべきということであるならば文言として理解できますが、この文面では理解が

難しいということで、同意しかねます。反対です。 

○委員長（中島賢治君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 既に４月に、与党に加えて国民民主党さんも交えて検討した経緯があ

るようです。この削除に関してはですね。そこで、選択肢としては否定しないものの、現行の

この方法については、税収減による地方財政の負担、これをもたらすというか、これを地方議

会からあえて言うかどうかということになるかと思います。また、さらにはガソリンスタンド

の事務負担増、セルフで運営するような状況が大変多い現状でございます。そこにさらに負担

を課すというのは、そんなしわ寄せが来るということも明らかになっているところであります。 

 また、前回ここで金額を質問させていただきましたけれども、国民生活を守る観点や供給が

伴わない市場価格がどの程度まで政治を抑制するのが妥当なのか、健全なのかという大変難し

い議論ではありますけれども、既に岸田首相は、10月中に175円にまで抑えるというふうに明

言されておりますので、したがいまして、その動向を注視すべきというふうに考えますので、

本意見書案には反対です。 

○委員長（中島賢治君） 共産党さん、お願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 私どもといたしましては、やはり今の国民生活の状況、この価格を考

えますと、これをしっかりと対応していくという考え方は賛同するものでありますし、また、

地方公共団体の影響があると思うので、そこを減収補塡するという部分も盛り込まれているの

で、我々としては賛成をしたいというふうに思います。 

○委員長（中島賢治君） 自民党さん、お願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 今般のエネルギー価格高騰による国民生活や社会経済の影響を何とか

抑えようということは、恐らく党派関係なく、皆さん考えているところと思われます。我が党

内、国会議員の議論の中でも、トリガー条項の発動停止規定に関する議論もあるということは

認識しているところではございますが、今回政府では、先週より新たなガソリンなどの燃料の

新しい価格高騰対策を開始したところでございます。 

 経済産業省の今月13日の発表では、レギュラーガソリンの店頭小売価格が11日時点で全国平

均で18週ぶりに下がったと発表がございました。政府は、10月中の175円程度の実現に向けて、

補助を拡充する方針ということでございます。こうした政府の取組もあることから、今回の意

見書には賛同をしかねるところでございます。 

○委員長（中島賢治君） 次、７番、硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ療法）に対する

適正な診療上の評価を求める意見書案につきまして、共産党さん、お願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 私どもとしましては、国会でもこのブラッドパッチ療法の保険適用の

問題、取上げてきた経緯もありますし、この議会でも賛成をしてきました。今回、提案のとお

り、要件が一部適用ということで、こういう形で広げていくという部分については必要なこと

だと思いますので、賛成です。 

○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 今、共産党さん、おっしゃいましたように、このブラッドパッチの保

険適用になったところ、それに外れる方もいるという中で、やはりこういう方々に対する適用

は必要ではないかということで、賛成をいたします。 
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○委員長（中島賢治君） 自民党さん、お願いします。 

○委員（伊藤隆広君） ブラッドパッチ療法の保険適用の拡大や脳脊髄液減少症の治療を推進

することに関しては、これまでも会派としても賛同させていただいておりました。今回の意見

書は、本疾患の研究が進んだことによりまして、より患者の皆様の治療サポートにつながって

いくものであるというふうに理解をしております。つきましては、大いに賛同させていただき

ます。 

○委員長（中島賢治君） 立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派としても、賛成させていただきます。 

○委員長（中島賢治君） 次、８番、「特定商取引に関する法律の平成28年改正における５年

後見直し規定に基づく同法の抜本的改正」を求める意見書案につきまして、日本維新の会・無

所属の会さん、お願いします。 

○委員（守屋 聡君） 特定商取引に関しては、非常に本当に様々な問題がありますので、こ

れも抜本的改正というところの意見書については、賛成をいたします。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属の会さん、お願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が党の議員も、地域等の高齢者やこの内容を支持する団体等からヒ

アリング等を受けておりまして、この同趣旨の意見書の提出の必要性ということを求められて

きましたので、賛同いたします。賛成します。 

○委員長（中島賢治君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 賛成させていただきます。 

○委員長（中島賢治君） 次、共産党さん、お願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 方向性はもう、こういう被害が増えていく、また若い方の被害も増え

ていくだろうという中でありますので、その対策が必要だということで、我々も賛成をしたい

と思います。 

○委員長（中島賢治君） それでは、今議運に提出されました意見書案の協議結果を事務局よ

り報告いたさせます。調査課長。 

○調査課長 調査課でございます。 

 協議の結果を報告させていただきます。 

 １番の意見書につきましては、全会派反対です。 

 ２番から４番の意見書につきましては、立憲民主・無所属の会が賛成、自民党、公明党、日

本維新の会・無所属の会が反対です。 

 ５番の意見書につきましては、全会派反対です。 

 ６番の意見書につきましては、共産党が賛成、自民党、立憲民主・無所属の会、公明党が反

対です。 

 ７番と８番の意見書につきましては、全会派賛成です。 

 報告は以上となります。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 それでは、全会一致を得られました７番、８番につきましては、議会運営委員会からの提出

となりますので、提出者は、議会運営委員長ということで御了承願います。 

 なお、無所属議員が反対の場合、電子採決システムでお諮りいたしますので、御了承願いま
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す。 

 

議事の流れについて 

○委員長（中島賢治君） 次に、19日の議事の流れについて、事務局より説明いたさせます。

事務局次長。 

○議会事務局次長 それでは、来週19日火曜日の議事の流れについて御説明申し上げます。引

き続き、着座にて失礼いたします。 

 資料は、システムに保存されております02番、９月19日の議事の流れについてを御覧いただ

きたいと思います。 

 19日は、午前10時開議でございます。 

 １番、会議録署名人選任の件でございます。 

 続きまして、２番、各常任委員長報告、討論、採決でございます。 

 採決につきましては、恐れ入ります、03番、議案、発議、請願の採決順序を御覧いただきた

いと思います。 

 採決の１回目は、議案第89号から記載の15議案につきまして、全会派が賛成でございますの

で、簡易採決でお諮りしたいと存じます。 

 ２回目は、議案第99号及び第100号の２議案につきまして、１会派が反対でございますので、

電子採決システムでお諮りしたいと存じます。 

 ３回目は、発議第６号につきまして、委員長報告は原案否決でございますので、原案につい

て電子採決システムでお諮りしたいと存じます。反対会派は、３会派及び無所属議員の１名で

ございます。 

 ４回目は、請願第７号につきまして、委員長報告は不採択でございますので、採択送付する

ことについて、電子採決システムでお諮りしたいと存じます。反対会派は、３会派及び無所属

議員の１名でございます。 

 ５回目は、請願第５号及び第６号につきまして、委員長報告は不採択でございますので、採

択送付することについて、電子採決システムでお諮りしたいと存じます。反対会派は、４会派

及び無所属議員の２名でございます。 

 以上、５回に分けて採決いただきたいと存じます。 

 恐れ入ります、９月19日の議事の流れについてにお戻りいただきたいと思います。 

 続きまして、３番、追加議案の審議でございます。 

 先ほど御説明申し上げましたとおりの流れでございまして、上程、提案理由説明の後、一旦

休憩をしまして、全員協議会での議案研究、本会議再開後は、委員会付託を省略し、全員協議

会で決定した方法により、採決をお願いしたいと存じます。 

 なお、全員協議会は、今回から全員協議会室で開催していただきたいと存じます。 

 最後に、４番、先ほど御協議いただきました意見書関係の発議審議でございます。 

 審議方法は、19日、別途配付させていただきます。流れは、上程、提案理由説明の後、委員

会付託を省略し、採決でございます。 

 以上で本会議は散会でございます。散会後は、引き続き議場におきまして、決算審査特別委

員会を開催していただきたいと存じます。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等があればお願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） なければ、以上のとおりお願いいたします。 

 

議長発言 

○委員長（中島賢治君） 最後に、議長より令和５年第４回定例会の招集日等について発言し

たい旨の申出が参っておりますので、お聞き取り願います。議長。 

○議長（石川 弘君） 令和５年第４回定例会の招集日について御報告させていただきます。 

 まず、招集日についてでございますが、予定として11月29日水曜日に招集したい旨、市長よ

りお話がございましたので、御報告させていただきます。 

 会期は12月18日月曜日までの20日間を予定しております。 

 会期中の日程案につきましては、05番、令和５年第４回定例会日程案のとおりでございます。 

 また、開会前の議会運営委員会は、11月24日金曜日に開催していただきたいと存じます。 

 なお、市長主催の代表者会議は、11月22日水曜日に予定されておりますので、お知らせいた

します。 

 以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 お聞きのとおりであります。 

 令和５年第４回定例会の招集日等について、会派内への周知をよろしくお願いいたします。 

 以上で、議会運営委員会を終了いたします 

 なお、本会議の再開時間は、15時45分といたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） それでは、再開は15時45分といたします。 

 御苦労さまでした。 

 

午後３時16分散会 

 

 

 


